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これまで小学４年生までの利用としていた放課後児童クラブについて、令和８年４月か

ら小学６年生までの利用が可能となります。 

利用を希望する場合は、下記事項をご確認いただき、利用を希望する放課後児童クラブま

で、申請をお願いいたします。 

記 

 

利用可能期間 令和 8 年４月１日～令和９年３月３１日（長期休業期間を含む） 

対象児童 小野小学校に在学する児童 

利用可能な 

放課後児童クラブ 

もみじケ丘児童館放課後児童クラブ 

杜の丘児童館放課後児童クラブ 

※申請手続きは対象施設へ事前に電話連絡の上、お越しいただきますようお願い

いたします。 

利用可能な時間 学校終了後～午後６時３０分まで（延長利用をする場合は午後７時まで） 

利用料金 
１か月 3,000 円 

※延長利用する場合は 1,000 円が別途かかります。 

申請期限 令和８年３月１３日（金）まで 

申請受付場所 利用を希望する放課後児童クラブ 

※小野小学校区以外の受付は 3 月 10 日（火）まで受付となっておりますが、小野小学校

区の受付のみ 3 月 13 日（金）まで延長となります。 

※申請に必要な書類は利用を希望する放課後児童クラブで配布しております。詳しくは大和

町ホームページをご確認ください。 

 

【問い合わせ先】 

＜制度全般・減免制度について＞ 

 大和町役場 子ども家庭課     ０２２－３４５－７５０３ 

＜登録手続き・運営について＞ 

もみじケ丘児童館放課後児童クラブ ０２２－３５８－０６１６ 

 杜の丘児童館放課後児童クラブ   ０２２－３４１－７１５６ 

 


